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小型航空機の安全運航のための既存ルールの確実な遵守について 

 

 

本日、運輸安全委員会は、令和 4 年 4 月 18 日に個人所属の小型航空機が訓練

飛行中に有明海に不時着水し、機長及び同乗者の 2 名が死亡した事故にかかる

航空事故調査報告書を公表しました。 

同報告書では、本事故の発生には様々な要因が関与している可能性があると

した上で、出発前の必要な準備として、地形慣熟、燃料搭載、航空図及び緊急時

対応手順について十分な確認を行った上で、飛行計画を策定し通知するなど、安

全運航のための既存ルールを確実に遵守することで、同種事故の再発を防止で

きるとされています。 

また、同報告書では、機長の健康状態に関して、本事故の発生に影響を与えた

と考えられる明らかな要因は確認されなかったとしているものの、機長による

航空身体検査時の既往歴の未申告についても記載されています。 

 

貴会におかれましては、貴会傘下会員に対し、同報告書が公表されたことを周

知の上、上記のような出発前の必要な準備のほか、航空身体検査時の自己申告を

含め、安全運航のための既存ルールの遵守を徹底し、安全運航の確保に万全を期

するようお取り計らい願います。 

 

なお、航空局のホームページに掲載しております小型航空機の安全に関する

リーフレットや安全啓発動画、航空従事者の医学適性等に関する情報について

も、安全運航の一助としていただけますようお願いいたします。 

 

【参考】 

○リーフレット集 

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000014.html 

○安全啓発動画 

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000048.html 

○航空従事者の医学適性等に関する情報 
https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000743.html 

 


